
予約が必要です

時間日程

千葉市外国人法律相談

千葉市に住んでいる外国人の人が、

無料で弁護士に相談できます。
 外国人の私が離婚するとどうなる？

 雇用契約で会社とうまくいかない

 住んでいる家の大家さんから契約と違うことを言われた

 子どものトラブルをどうすればいい？

 ・・・・・・

043-306-1034

予約してください

千葉市国際交流協会

千葉市中央区中央３－３－１フジモト第一生命ビル２F

043-306-1034

主催：公益財団法人千葉市国際交流協会 協力：千葉県弁護士会

１人４５分：通訳付きの場合は６０分

１人１回まで

場所

質問・問い合わせ
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2026

時間日程

13:00~16:001.16(Sat.)

13:00~16:001.25(Mon.)

17:00~20:002.8(Mon.)

13:00~16:002.20(Sat.)

13:00~16:003.1(Mon.)

17:00~20:003.8(Mon.)

13:00~16:004.11(Sat.)

13:00~16:004.20(Mon.)

17:00~20:005.11(Mon.)

13:00~16:005.25(Mon)

13:00~16:006.6(Sat.)

17:00~20:006.22(Mon.)

13:00~16:007.6(Mon.)

13:00~16:007.25(Sat.)

17:00~20:008.10(Mon.)

13:00~16:008.24(Mon.)

13:00~16:009.5(Sat.)

17:00~20:009.14(Mon.)

2027

13:00~16:0010.5(Mon.)

17:00~20:0010.19(Mon.)

13:00~16:0011.9(Mon.)

13:00~16:0011.21(Sat.)

13:00~16:0012.5(Sat.)

17:00~20:0012.21(Mon.)

지 바 시 외 국 인 법 률 상 담

지바시에거주하는외국인은무료로변호사에게
상담할수있습니다.

1인당 45분 :    통역이필요한경우는 60분

1인당 1번으로제한됩니다.

외국인인내가이혼하면어떻게되지?

고용계약에대해회사와교섭하기가쉽지앟아

집주인이 계약내용과다른말을하는데…

아이들간의트러블인데어떻게해야하지?

예약이필요합니다.

예약방법

こ

장소

지바시국제교류협회

지바시주오구주오 3-3-1 후지모토다이이치세이메이빌딩 2층

질문이나문의사항은

通訳が必要なら言葉を教えて

ください

在留カードを準備して

ください
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つうやく ひつよう ことば お
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043-306-1034

電話で申し込んでください。

※申込締切は各相談日の１週間

前まで

もうしこみしめきり かくそうだんび いっしゅうかん

でんわ もう こ

まえ

재류카드를준비하세요

전화로신청해주세요.
※신청마감은각상담일
1주일전까지입니다.

일본언변호사와상담합니다. 
통역이필요하신분은통역할
언어를알려주세요.


